
企業立地奨励金 家賃補助 買い物支援 商業地域活性化支援 創業支援事業計画 創業支援資金

・３０００㎡以上の事業用地を取得し（借地含
む）、「新設、増設又は移設」した場合
・新規地元常用従業者を１年以内に５名以
上雇用（中小企業の場合２名以上）
・投資固定資産総額が２０００万円以上（中
小企業の場合１０００万円以上）
上記の条件を全て満たした場合、奨励金を
交付する。
・企業立地促進奨励金（新設は５年間、増設
又は移設は３年間）
①当該新設、増設、移設に係る固定資産税
賦課から３年間→当該固定資産税相当額
②当該新設に係る固定資産税賦課から４，
５年目→当該固定資産税相当額の１／２
・雇用奨励金（１回限り）
新規地元常用雇用者一人につき５０万円

吉野川市の新設等事業所への転勤等に
よって新たに勤務することとなった転入世帯
への家賃補助支援です

・補助対象経費
家賃

・補助限度額
１万円（月額）
※実質家賃負担額が１万円に満たない場合
は実質家賃負担額

日常生活に必要な食料品等の購入が困難
な地域を解消するため、移動販売を行う事
業者に対する支援です

・補助対象経費
①移動販売車に係る重量税、自賠責保険
料、印紙代、車検代行料等の経費
②移動販売車の購入及び改造に要する経
費

・補助限度額
①７万円（総重量区分ごとに異なる）
②１００万円又は補助対象経費に３分の１を
乗じて得た額のいずれか少ない額

商業地域の活性化とにぎわい形成を図るた
め、空き店舗を活用して小売業等を行う者を
支援します

・補助対象経費
空き店舗の改装費、賃借料（翌月から起算
して１年を経過した日の属する月までの期
間）

・補助限度額
５０万円（改装費）
３万円（家賃月額）

創業希望者への窓口相談を実施し、創業を
目指す方への支援の強化図ります

・支援事業内容
連携窓口（吉野川市）、女性企業塾（徳島
県）、イブニングセミナー（一般社団法人徳
島ニュービジネス協議会）、企業力養成講
座開催、創業セミナー、創業相談窓口・個別
指導（公財とくしま産業振興機構）、相談窓
口（市内経済団体、市内金融機関）

新規で事業を開始しようとする者（開始後５
年未満を含む）が、事業の開始に必要とな
る資金調達をする際、徳島県信用保証協会
に対して負担すべき信用保証料の全額補助
をすることで、地域経済の発展を図ります

・補助限度額
２０００万円
※保証期間６年
※貸付利率１．９０％
※保証料率０．００％

販路開拓

ブランド認証事業

ブランド認証事業所が市外で開催される物
産展等への出店に際しブランド認証商品の
宣伝・販売を支援します

・補助対象経費
市外で開催される物産展等の参加負担金
及び出店料
県外で開催される物産展等における物品の
搬送及び交通費、宿泊費

・補助限度額
２０万円
宿泊費については１万円／一泊
（２人以上の場合、２万円）

●その他アンケート結果等から

・商品のＰＲ，情報発信関係の補助（例：ＨＰやネットを活用した広告に対する補助、デザイナーなどを活用しパッケージ等を作成したものに対する補助）

・後継者関係の補助（例：コンサルティング等依頼に要した経費への補助）

・人材確保関係の補助（例：求人サイトへの登録料の補助、地元就職の方への奨学金返済の一部助成）

・知的財産関係の補助

・食品表示関係の補助（食品表示法が２０１５年に改正されたが、加工食品と添加物に関しては２０２０年に猶予期間が終了するため、表示変更に伴う経費の補助）

・自治体ポイント制度の実施について

・サテライトオフィスへの支援

●財源等について

・地域振興基金の利子活用（H２８年度決算基金残高３，０８３，７４２千円、利子５５，９７５，０１８円）

・より効率的な予算執行を行うため、補助事業をパッケージ化する。

・クラウドファンディング型ふるさと納税の活用

・その他の有効な財源確保について検討が必要

吉野川市の施策一覧
人材確保・定着

【懸案事項等】

●買い物支援
・移動販売車の購入の場合、要綱上は特に定めていないが最初の１台だけに限るかどうか。

●商業地域活性化支援
・想定は賃貸だが、購入の場合をどうするか。
・商業地域からエリアをひろげるか。
・出店する店舗の業種が偏りがちになっており、（夜中心の飲食店や飲み屋が多い。）制度設計時に想定していた業種や開店時間との乖
　離が見られる。


